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課名 チェック 指摘事項 備考

都市計画課 □

□

□

□

□

□

□

□

協定書の内容からの変更はないか

各協議事項の工事は完了しているか

景観形成基準確認書の内容は確実に履行されて

いるか

窓の位置や屋根の形状等に変更はないか

色彩：色（色番）・着色の範囲（箇所）はよいか

設備機器、駐車場、広告、看板及び特定照明（外

照式の広告を含む）：景観に関する事前協議はす

んでいるか

地区計画に適合する仕様となっているか

検査時に現場で作業をしていたり資材が置いて

あったりしないか

道路整備課 □

□

□

□

□

□

□

□

貯留槽及びポンプ槽からの水抜きは済んでいる

か

貯留槽の寸法がわかる写真等があるか。寸法は

変更となっていないか

貯留槽のポンプの仕様が明確になっているか

貯留槽及びポンプ槽の目視確認ができるよう点

検口等の開孔ができるか

協議した図面通りに現場が施工されているか

ちりよけスクリーンが設置されているか

敷地内のます又はマンホールやポンプ槽及び側

溝への接続部の管口まわりの仕上げは済んでい

るか

雨水管接続の場合、施工状況がわかる写真又は

仕上げ状況が分かるよう、至近の人孔の開孔が

できるか
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道路政策管理課 □

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

上下水・ガス・電気工事による前面道路本復旧

は済んでいるか

側溝蓋割れ箇所、がたつきや道路舗装の傷み等

道路への工事影響の復旧は済んでいるか（着工

前の写真がなければ工事影響とみなします）

側溝清掃、接続部管口仕上げは済んでいるか

（検査当日側溝蓋を開けて確認する場合があり

ます）

側溝への接続箇所は１箇所か

（使用しない既設管の残置は認めません）

最終桝やその他の管理用桝は底打ちされ、土砂

の流入はないか

雨水最終桝は道路から３ｍ以内に設置し、泥溜

めの深さ 15 センチ確保できているか

（雨水最終桝の位置は協議書図面の通りか）

道路境界部はグレーチング等で表面排水の対策

が図られているか

道路境界部の砂利等は土留め等で道路に影響が

ないように処理されているか

道路境界部には極端な段差がある等、安全性に

問題がないか

植栽等の道路越境はないか。また、特に敷地角

部等、道路交通上見通しが悪くなっていないか

境界プレートは工事の影響を受けてないか

不要な切り下げは切り上げているか

市民安全課 □

□

駐車場・駐輪場の区画線、停止線及び止まれ等

の標示がされているか。すぐ消える標示になっ

ていないか。

有効寸法は確保されているか。有効寸法内にカ
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□

□

□

□

ーポートの柱や雨どいがないか

配置変更はないか

駐車場・駐輪場への円滑な出入庫は可能か

平置きをサイクルラックに、又はサイクルラッ

クを平置きに変更していないか

サイクルラックに載せた自転車が道路へはみ出

ないか

みどり公園課 □

□

□

室外機等の構造物を緑地に設置していないか

室外機の排気口の前に植栽がないか

生垣の密度や高さは適正か

ごみゼロ課 □

□

□

□

□

□

□

□

□

廃棄物収集施設の有効面積、扉の有効開口は不

足していないか

扉は自閉しないものか、または自閉しないよう

に対策済みか

雨水・汚水の流出流入防止について対策済みか

立水栓の設置は済んでいるか、高さは不足して

いないか

廃棄物収集施設の中に汚水桝があるか

汚水桝のフタが雨水のものになっていないか

ストッカーのパネルは雨水が侵入しない形状か

（パンチングパネルタイプなど）

廃棄物収集施設の中はカラになっているか

ゴミストッカーの底板は外してあるか

警防課 □

□

消防隊進入口兼用ハッチ（上下操作式）は、

下蓋部に進入表示（赤色三角）はされているか

はしご車活動空地又は三連はしご活動空地は、

標示（または標識）、舗装されているか

危機管理課 □ 防災無線はすぐに使用開始可能か
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□ 受水槽の緊急遮断弁は入口及び出口両方に設置

されているか

下水道課 □

□

□

□

□

□

廃棄物収集施設の臭気止トラップ及び雨水の流

入防止について対策済みか

屋外施設（外流し等）への雨水の流入防止つい

て対策済みか

湧水を汚水系統に接続する場合、メーターを設

置しているか

公共桝には市の指定している蓋を使用している

か

管の勾配及び埋設の深さは下水道条例施行規則

に則っているか

耐震対策を施しているか

※下水道条例

に基づく検査

地域振興課 □

□

□

□

境界杭・境界ブロックなどが設置されたうえ、

測量している図面があるか

埋設物はない状態か。施工中の写真を提出する

こと

現地を測量するための道具、人員等の準備をす

ること

出入口の幅は、芯々寸法ではなく開口幅が２メ

ートル以上であること

※このチェックリストは、あくまでよくある指摘を事前にお知らせすることで検査をス

ムーズにとり行うことを目的としておりますので、これらを満たせば検査に適合するも

のではありません。

※現場にて作業中及び未施工であることが明らかな場合は検査を行いません。

※検査に当たり大勢の人間が現場に出入りするため、汚れてしまう場合があります。大

変お手数おかけしますが、検査後に清掃などをお願いします。


